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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

児童発達支援の提供における安全管理の徹底について 

 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

先般、滋賀県大津市において、保育所外での移動中に園児２名が亡くなるという大変痛ま

しい事故が発生しました。 

これを受け、内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）及び厚生労

働省子ども家庭局保育課の連名により、保育中の事故防止及び安全対策について、保育所

保育指針（平成29年厚生労働大臣告示第117号）に示す取扱いの徹底を管内市町村及び保育

所等に周知いただくよう、事務連絡「保育所等での保育における安全管理の徹底につい

て」を発出致しております（別添参考）。 

児童発達支援事業所における児童発達支援の提供に当たっても、「児童発達支援ガイドラ

イン」（別紙）に基づき、施設外も含めた支援の提供中の事故等の防止に向けた安全対策に

ついて、引き続き徹底を図っていただきますよう、管内市町村及び児童発達支援事業所へ周

知をお願いいたします。 

 

  



 

 
 

（別紙） 

 

 

○ 児童発達支援ガイドライン（平成 29 年７月 24 日障害保健福祉部長通知）（抄） 

 

第５章 児童発達支援の提供体制 

４ 衛生管理、安全対策 

（４）安全確保 

○ 職員は、支援の提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の

安全性について毎日点検し、必要な補修等を行い、危険を排除することが必要であ

る。 

また、職員は、衝動的に建物から出てしまう子ども等もいるため、子どもの特性

を理解した上で、必要な安全の確保を行う必要である。 

○ 設置者・管理者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな事例の情報を収集

し、ヒヤリハット事例集を作成し、職員間で共有することが必要である。 

 

 

参考：児童発達支援ガイドライン 全文（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html 

 


